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平成23年度下請状況実地調査結果の概要について 

 

 

  

県発注工事における元請・下請関係の適正化をさらに徹底するため、「福島県元

請・下請関係適正化指導要綱」の遵守状況や、元請・下請関係の実態を把握するた

めに実地調査し、必要な指導を行うことを目的とした。 

今回の調査では、下請代金の決定過程、下請契約の締結状況、下請代金の支払状

況等の、契約から支払までの実態を重点に調べることとした。 

 

 

 

 

（１）調査時期 

   平成２４年２月～４月 

  

（２）調査対象の選定方法 

ア 調査対象工事 

平成２３年度上半期に竣工した工事のうち、落札率が低く低入札価格調査を

経て契約した工事で、以下の①または②に該当するものから６件を選定した。 

① 低入札価格調査基準価格を下回って落札し契約した案件の多い会社が受注

した工事 

② 低入札価格調査基準価格を下回った入札及び失格基準に該当した回数の多

い会社が受注した工事 

   

イ 調査対象会社 

上記アで調査対象とした工事の下請契約全４６件に関わる５２社のうち、以

下の①または②に該当するものから、元請会社６社と下請会社１０社の計１６

社を選定した。 

① 下請負報告書と事前調査結果の内容が異なった下請契約 

② 金額の大きな下請契約 

 

 

 

１ 調査目的 

資料３ 

2 調査方法 
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（３）調査内容 

  ア 主な調査項目 

   ① 下請代金の決定過程 

   ② 下請契約の締結状況 

   ③ 下請代金の支払状況 

   ④ その他（下請代金からの控除の有無、報告書と実態の整合など） 

 

  イ 調査方法 

 調査対象会社を訪問し、以下の関係書類の確認・照合及び関係者（役員、現

場代理人、経理担当者など）からの聞き取りを行った。 

 

【確認した関係書類】 

① 下請金額の決定に関する資料 

見積依頼書、見積条件書、見積書及びその内訳書 など 

② 下請契約から完成までの経過に関する資料 

下請契約書（注文書、注文請書、基本契約書、基本契約約款）、 

出来高証明願い及び出来高証明書、完成引渡書 など 

③ 支払に関する資料 

請求書、総勘定元帳、支払台帳、仕入先元帳、通帳、支払通知書 など 

 

 

 

 

（１）下請代金の決定過程に関すること 

  

 ア 当初契約において、元請会社は、常に取引関係にあり、信頼している下請会

社に見積を依頼して代金を決定していた例が多く、その見積金額のとおり代金

が合意されていた。 

 

イ 小規模で利益の出にくい下請工事の例があったが、下請会社は、常に取引

関係にある元請会社から継続的に受注することで利益を確保することを重視

し、下請代金に合意していた。 

 

今回の調査対象となった下請契約においては、概ね適正に下請代金が決定

されていた。 

なお、内容の不明確な代金決定が行われていた例が見受けられた。 

3 調査結果 
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ウ 増額となる変更契約の際に、元請会社が根拠を明示せずに値引きを求め、下

請会社はその求めに応じた結果、不当に低い代金とはならなかったものの、内

容の不明確な代金決定が行われた例があった。 

 

（２）下請契約の締結状況に関すること 

 

 

 

 

  

ア 現場での作業条件が当初の想定以上に厳しかった部分について、下請会社

の申し出に元請会社が応じて労務単価を割増し、変更契約を取り交わして契

約金額を増額していた例があった。 

 

イ 掘削する土質が想定と異なった場合や急遽対応した仮締切工（土のう積）等、

内容を変更した工事があったにも関わらず、変更の下請契約書を取り交わすこ

となく、施工の内容や条件が不明確なまま工事が行われていた例があった。 

 

（３）下請代金の支払状況に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

ア 労務費分は全て現金で支払われており、手形での支払いについては資材分の

一部に限られており、手形期間は適正な日数の範囲内であった。 

 

イ 前払金を支払っている例はなく、全ての会社が、月毎に出来高に応じた支払

で対応していた。   

 

ウ 下請会社の粗雑工事の手直しを元請会社が行った工事があり、その相当分と

して下請代金を差し引いていたが、その費用明細が不明確であった。 

 

 

 

今回の調査対象となった全ての下請契約において、当初契約の締結手続き

は概ね適正に行われていたものの、変更契約書の取り交わしがなされていな

い例があった。 

今回の調査対象となった下請契約において、支払代金の不払いや支払の遅

延は見受けられず、労務費分は全て現金で支払われる等、概ね適正な支払が

なされていた。 

なお、明細を明らかにすることなく、下請代金からの控除を行っていた例

があった。 
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（４）その他 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事の安全確保を図るため、元請会社と下請会社において、安全に関

する協議会を独自に構成している例があった。 

その会費は元請会社と下請会社で負担しており、下請会社分は受注した工事

の請負額に対して定率で下請代金から控除されていた。 

会費の使途は、安全用具の支給や安全講習会の講師料などであり、総会で収

支の報告もなされ一定の合理性が認められた。   

 

イ 元請会社が履行確認した結果について、出来高として認めた施工範囲や、出

来高として認められない施工不良のやり直し範囲等を、下請会社へ十分に説明

しておらず、履行確認の結果が明確に伝わっていない事例があった。 

  

ウ 元請会社から出来高に応じた支払いがなされていたものの、下請会社が、自

ら施工した工事について施工数量及び相応する下請代金等の大雑把な把握し

かしておらず、出来高の把握・確認が十分でなかった例があった。 

 

エ 下請通知書に記入する金額の単純な間違いや、変更があったにも関わらず当

初の内容のまま下請負報告書を提出したため、記載金額が実際の下請金額と異

なる事例があった。 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 下請代金から“安全協力会費”という名目で控除されている例があったが、

その使途や会計は明確であり、一定の合理性が認められた。 

② 下請会社が施工した出来高に係る元請会社の履行確認行為が、不十分な例

があった。 

 

４ まとめ 

  今回は初めての下請状況実地調査であったが、限られた調査対象の中でも

改善すべき事項が見受けられた。 

  必要な指導や、ホームページに調査結果を掲載し注意喚起を図ったが、今

後は関係課と連携しながら、元請・下請との対等な関係の構築及び公正かつ

透明な取引の実現を図れるよう指導を継続していく。 
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（１） 変更契約書の取り交わしがなされていなかった会社には、請負契約の当事者

が書面による変更契約を締結するよう、指導を行った。 

（２） 今回の結果を全ての調査対象会社に対して送付し、今後の元請・下請関係の

適正化の徹底を推進した。 

（３） 県のホームページに“平成23年度下請状況実地調査結果”を掲載し、調査

対象会社以外にも注意喚起を図った。 

（４）  平成 24年度以降についても下請状況実地調査を実施し、建設業法を所管す

る建設産業室と連携して、元請・下請関係の適正化に向け指導を強化していく

こととする。 

（５）  発注機関に対しては、研修等の場において、元請・下請関係の適正化の重要

性について、理解を深めるよう指導・徹底を図る。 


